
 

平成 30 年度 第６回 横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会 
会議録 

日 時 平成 30 年 12 月５日（水）14 時 30 分～16 時 00 分 
開催場所 横浜アイランドタワー17 階 横浜市総務局管理課執務室内 大会議室 
出 席 者 三村 優美子委員長、池田 陽子委員、石川 清貴委員、大久保 千行委員、長尾 ゆき子委員 
欠 席 者 足立 慎一郎委員 
開催形態 一部非公開 
議 題 １ モニタリング実施計画の審議 

２ 開業前業務計画の審議 
決定事項 １ モニタリング実施計画について、承認された。 

２ 開業前業務計画について、承認された。 
議 事 【会議の成立についての確認】 

〇委員６名中５名が出席しているため、過半数の定足数を満たし会議が成立していることを

確認 

【会議の公開・非公開についての確認】 

○議題２「開業前業務計画の審議」は、事業者の商業施設運営に係るノウハウ等を含むため、

それらを公開することで事業者の権利利益等を害する恐れがあると考えられ、このような議

題については非公開とすることを、第１回の会議で決定していることを確認 

【会議の出席者についての確認】 

〇「横浜市新市庁舎低層部商業機能検討に係る支援業務委託」の受託業者株式会社ビーエー

シー・アーバンプロジェクトを関係者として出席させることを決定 

○運営事業者に決定した京浜急行電鉄株式会社（以下、「京急」という。）を関係者として出

席させることを決定 

 

【議題】 

 １ モニタリング実施計画（開業前の準備期間から開業後の運営期間までを含む評価の仕

組み）の審議 
委 員 ：開業前プロパティマネジメント業務委託契約の各年度の契約期間はどれぐらい

か。 
事務局 ：2018 年度は 11 月末に契約締結しているため４か月、2019 年度は１年間、2020

年度は恐らく２か月間になる。 
委 員 ：信頼性を持って京急にマスターリースをお願いするわけだから、モニタリング

実施計画どおり、しっかりやってほしい。 
委員長 ：モニタリング実施計画について、事務局から提示されたとおりでよいか。 
全委員 ：異議なし 

 

 

 



 

 

２ 開業前業務計画（開業前の準備期間中の業務計画）の審議【非公開】 
  冒頭、商業施設区画が以下のとおり、当初より増になったことを確認 

・２階南側区画 59 ㎡増（他のスペースとの調整による） 
・11 階高層部におけるコンビニエンスストア区画 162 ㎡増（マスターリース区画に含

めることで低層部のコンビニエンスストアとの一体の運営も可能になり、安定的な

営業が期待できる） 
開業前業務計画の内容について、承認 

 
資 料 （１）横浜市新市庁舎商業施設運営事業モニタリング実施計画（案） 

（２）開業前プロパティマネジメント業務委託契約の流れ 

（３）商業施設区画の範囲の増について 

（４）開業前業務計画（案）【非公表】 

（５）提案概要（公表用資料） 

（６）今後のスケジュール 
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３ 議事 

（１）議題 

１）モニタリング実施計画の審議 

２）開業前業務計画の審議 

（２）その他 

 

４ 配布資料 
（１）次第 
（２）資料１「モニタリング実施計画（案）」 
（３）資料２「開業前プロパティマネジメント業務委託契約の流れ」 
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第１ 総論 

１ モニタリングの趣旨 

横浜市市庁舎の商業施設の運営が、横浜市市庁舎商業施設の運営に関する条例（以下「条例」と

いう。）」第３条に掲げる基本方針（以下基本方針」という。）※に沿ったものとなるよう、運営事

業者からの事業提案、準備・運営に係る契約、業務計画等の履行状況を、市が確認し、必要に応じ

指導を行うことで、運営の改善に繋げていくための「モニタリング」の仕組みを導入する。 

 

２ モニタリング実施計画 

このモニタリング実施計画（以下「本書」という。）は、モニタリングを効果的・効率的に行う

ための方法、体制、手順、内容等を定めたものである。 

 

３ セルフモニタリング 

運営事業者は、事業提案、開発・運営に係る契約、業務計画等に関する実施状況に関し「セルフ

モニタリング」を行い、月次報告、年度業務報告等として市に提出し、その確認を受けるものとす

る。 

  

※横浜市市庁舎商業施設の運営に関する条例  

第３条（基本方針） 

横浜市は、市庁舎商業施設の運営に当たっては、次に掲げる事項を基本として行うもの

とする。 

(1)  みなとみらい 21地区、関内地区等の結節点に位置し、水辺にもつながる立地の特

性を生かし、新たなにぎわいの創出及び都心臨海部全体の活性化に資すること。 

(2)  横浜の歴史、文化等の特色を大切にし、横浜らしさを表す施設とすること。 

(3)  市庁舎に併設するのにふさわしい施設とすること。 

(4)  市庁舎及び市庁舎商業施設への来訪者、職員等の利便に資する施設とすること。 

 (5)  市の歳入の確保に配慮して運営すること。 
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４ モニタリング体制 

モニタリングは、横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会（以下「選定評価委員会」と

いう。）の意見・評価を聴きつつ、市において実施するものとする。 

モニタリングは、運営事業者が実施するセルフモニタリングの結果を評価、検証することを基本

とし、必要に応じて実地調査も行うことで、実施するものとする。 

 

図表 本事業のモニタリング体制図 

 

５ モニタリングの対象期間 

   モニタリングは、開業前の準備期間から開始し、運営期間を通じて行い、契約終了時点まで実施   

するものとする。 

 

 

選定評価委員会 

市 

運営事業者 

意見・評価 

確認・承諾・指導 

報告 

報告 



3 

第２ 開業前準備期間のモニタリング 

１ 開業前業務計画 

(1) 内容 

    運営事業者は、公募に際して自ら提案した内容（以下「提案内容」という。）に従い、かつ、条

例に定める基本方針が達成できるような開業前業務計画を策定するものとする。 

    開業前業務計画には、次の事項を盛り込むこととする。 

ア コンセプト・ＭＤプラン（業種業態構成案） 

イ 誘致予定のテナント個々に想定される営業種目と業種ゾーニング 

ウ 誘致予定のテナントリスト 

エ 誘致予定のテナント個々との賃料等条件交渉方針（又はテナント公募条件） 

オ 誘致予定のテナントリストが基本方針、提案内容に沿っていると考える理由 

    カ テナントリーシング実施体制 

        キ その他必要な事項 

  (2) 提出時期 

    運営事業者は、「横浜市市庁舎商業施設に係る開業前プロパティマネジメント業務委託契約」締

結後、速やかに開業前業務計画を作成し、市に提出するものとする。 

  (3) 市の承諾 

運営事業者は、開業前業務計画に関し市の承諾を受けるものとする。市は、開業前業務計画を

選定評価委員会に報告し、その意見を聴いた上で、承諾の可否を決定するものとする。 

  (4) 変更 

運営事業者が、前号の承諾を受けた開業前業務計画を変更する場合には、市の承諾を受けるも

のとする。この場合において市は、必要に応じて選定評価委員会の意見を求めることができる。 

 

２ テナント募集及び誘致活動 

 (1) 内容 

    ア 運営事業者は、市の承諾を受けた開業前業務計画に基づき、テナント募集又は誘致活動を

行うこととする。また、必要に応じリーシングツール（募集パンフ、募集要項等）を作成する

こととする。 

    イ 運営事業者は、テナント募集又は誘致にあたり、空室が発生しないよう、最善の努力を尽

くすものとする。 

    ウ 運営事業者は、次のいずれかの事項を記載した書面を市に提出し、その承諾を得た後、テ

ナント募集又は誘致を行うこととする。 

     （ア）基本方針及び開業前業務計画と合致するようなテナントの募集条件（以下「募集条件」

という。）    

（イ）誘致を予定しているテナント候補の一覧及び当該テナント候補との間で締結すること 

を目標とする契約条件（以下「目標契約条件」という。） 
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エ 運営事業者は、募集及び誘致を行うテナント候補に対し、基本方針及び「市庁舎商業施設

に係るプロパティマネジメント業務委託契約書兼定期建物賃貸借契約書（案）」に記載された

転貸借契約上の義務・条件について、必要な説明を行い、その了解を得ることとする。 

 (2) テナントに係る承諾手続 

     募集及び誘致しようとするテナントと、本施設に係る予約契約を締結しようとするときは、

運営事業者は、次の事項を記載したテナント承諾願に、その根拠となる資料を添えて市に提出

し、承諾を求めるものとする。 

      （ア）テナント予定者の名称、所在地、連絡先等の概要 

      （イ）テナント予定者の財務状況 

       （ウ）貸付けようとする本施設内の位置、面積等 

        (エ) テナント予定者が本施設内に設けることが予定される営業種目の概要 

       （オ）募集条件又は目標契約条件との適合性 

       （カ）テナント賃料の徴収方法（定額、売上歩合等） 

（キ）テナント賃料の月額及び内訳（テナント賃料が売上額によって変動する場合にあって

は、当該テナントの開業から１年の間における１月分のテナント賃料の平均として想定

される額（以下「平均テナント賃料想定額」という。）とその内訳） 

       （ク）他の入居申出者の有無と選考理由    

（ケ）テナント予定者と運営事業者が、資本関係その他の利害関係にある者である場合には、

利害関係の内容 

       （コ）その他市が記載することが必要であるとして運営事業者に通知した事項 

 (3) 市の承諾 

市は、運営事業者からテナント承諾願を受領した日から起算して 10営業日以内に、運営事業

者に対して、本施設に係る転貸借契約の予約契約の諾否を書面にて通知するものとする。市は、

基本方針の達成に資するかどうかの見地から諾否を判断するものとし、次に掲げる理由その他

正当な理由がない限り、これを拒否しないものとする。 

ア  合理的な理由なく、提案内容や開業前業務計画と著しく乖離する場合 

イ 合理的な理由なく、運営事業者と資本関係にある等利害関係にある者に著しく低い金額

で貸し付けようとする場合 

ウ 本施設の公平かつ公正な運営に支障が生じるおそれがあると認められる場合 

     なお、上記の理由で拒否しようとするときは、市は選定評価委員会の意見を求めることが  

できるものとし、この場合における予約契約の諾否の通知は、20営業日以内に行うこととする。 

       

３ テナント募集活動結果の確認 

 (1) 報告 

  運営事業者は、本施設の開業前にテナント募集活動の結果を市に報告し、市はその結果を選

定評価委員会に報告するものとする。 

    (2) 評価 

前号の報告を受けた選定評価委員会は、テナント募集活動結果の評価を行い、市に意見を述

べることができる。 
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４ 開業前年度業務報告 

   (1) 内容 

運営事業者は、業務履行状況についてセルフモニタリングを行った上で、年度業務報告とし

てまとめ市に提出する。 

   (2) セルフモニタリング実施時期 

     2018 年度：2019年１月 31 日まで 

     2019 年度：2020年１月 31 日まで 

     2020 年度：2020年５月 31日まで 

   (3) 提出時期 

          2018 年度：2019年２月中旬 

     2019 年度：2020年２月中旬 

     2020 年度：2020年６月中旬 

   (4) 市の確認・指導 

市は、セルフモニタリングの結果が、基本方針、提案内容、開業前業務計画等に沿ったもの

かどうかを確認し、必要に応じて指導を実施するものとし、基本方針等と乖離があると判断し

た場合は、選定評価委員会に報告し、その意見を求めることができるものとする。 

運営事業者は、市からの指導内容を踏まえ、運営の改善を行うものとする。 

なお、市は、本書に基づくモニタリングの結果にかかわらず、年度業務報告の記載に基づき、

「横浜市市庁舎商業施設に係る開業前プロパティマネジメント業務委託契約」の定めるところ

により、当該年度の業務委託費を支払うものとする。 

 

第３ 運営期間中のモニタリング 

１ 年度業務計画 

   (1) 内容 

運営事業者は、提案内容、開業前業務計画等を踏まえ、かつ、基本方針を達成できるよう、

各年度の業務計画を策定し、市の確認を受けるものとする。  

     年度業務計画には、次の事項を必ず盛り込むこととする。 

ア  コンセプト・ＭＤプラン（業種業態構成案） 

イ  テナント退去・入居・期間満了の予定 

ウ  空室部分及び空室予定部分の募集計画（テナント賃料等の誘致条件等を含む。） 

      エ  賃料等改定計画 

   (2) 提出時期 

     毎年４月末まで（初年度については、運営開始の 90日前まで） 

   (3) 市の承諾 

 運営事業者は、年度業務計画に関し市の承諾を受けるものとする。市は、年度業務計画を選

定評価委員会に報告し、その意見を聴いた上で、承諾の可否を決定するものとする。 
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(4) 変更 

 運営事業者が、前号の承諾を受けた年度業務計画を変更する場合には、市の承諾を受けるも

のとする。この場合において市は、必要に応じて選定評価委員会の意見を求めることができる。 

 

２ 月次報告 

   (1) 内容 

運営事業者は、前月の業務内容に関し、次の事項を記載した月次報告書を市に提出するもの

とする。ただし、テナントの経営状況等を勘案し市が承諾した場合は、一部を記載しないこと

ができる。 

ア 報告サマリー 

      (ア) レントロール 

      (イ) テナント敷金の総額及びその明細 

イ  テナントの状況 

      (ア) 契約変動状況実績（当月実績） 

      (イ) 契約変動状況一覧（次月以降見込み） 

    (ウ) テナント毎の売上及びレジ客数 

 (エ) テナントとの紛争、テナントからの苦情、請求その他の連絡事項 

（オ）テナントからの解約予告 

（カ）滞納が発生しているテナントにあっては、その資力、経営状況についての調査結果及

びその資料 

(キ) その他テナントに関連する事項であって、本施設から得られる市の歳入に重要な影響

を及ぼす事項 

ウ  テナント賃料等の総額及びその明細 

     エ  収入の状況        

(ア) 収入実績計画対比 

      (イ) 年間収入見通し 

      (ウ) 請求明細及び入金明細 

     オ 市からの評価・指導内容の反映・改善状況 

カ  主な販売促進活動の状況 

   (2) 提出時期 

     翌月 15日まで 

   (3) 市の確認・指導 

市は、月次報告の結果が、提案内容、年度業務計画等に沿ったものかどうかを確認し、必要

に応じて指導を実施するものとし、報告内容に重大な問題が含まれていると判断した場合は、

選定評価委員会に報告し、その意見を求めることができるものとする。 

なお、市は、本書に基づくモニタリングの結果にかかわらず、月次報告の記載等に基づき、

別添「市庁舎商業施設に係るプロパティマネジメント業務委託契約書兼定期建物賃貸借契約書

（案）」の定めるところにより、業務委託費を支払うものとする。 
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３ テナント募集及び誘致活動 

(1) 内容 

ア 運営事業者は、空室が発生した場合、又は空室が発生しそうな場合には、速やかに入居

する新たなテナントを決定するため、最善の努力を尽くすものとする。 

イ 運営事業者は、次のいずれかの事項を記載した書面を市に提出し、その承諾を得た後、

テナント募集及び誘致を行うこととする。 

     （ア）基本方針及び年度業務計画と合致するような募集条件  

（イ）誘致を予定しているテナント候補の一覧及び当該テナント候補との間の目標契約条件 

     ウ 運営事業者は、募集及び誘致を行うテナント候補に対し、基本方針及び別添「市庁舎商

業施設に係るプロパティマネジメント業務委託契約書兼定期建物賃貸借契約書（案）」に記

載された転貸借契約上の義務・条件について、必要な説明を行い、その了解を得ることとす

る。 

 (2) 承諾に関する手続 

  募集及び誘致しようとするテナントと、本施設に係る転貸借契約を締結しようとするとき、   

及び市がそれを承諾する際の手続については、本書第２第２項第２号及び第３号の例による。 

 

４ 随時モニタリング 

 (1) 内容 

     運営事業者は、随時、次に掲げる事項を市に報告し、又は通知するものとする。 

     ア 緊急又は重大なテナントとの紛争、テナントからの苦情、請求その他の連絡事項 

イ  転貸借契約の解除・変更に関する事項 

ウ その他テナントに関連する事項であって、本施設から得られる市の歳入に重要な影響を

及ぼす事項 

エ  本施設及び市の所有に係る設備、造作等に修繕を必要とし、又は災害防止のために特に

措置を講じる必要がある事項 

オ 年度業務計画の実施又は本施設の管理のために、調査が必要な事項又は支障となる事項 

     カ その他市が必要と判断した事項 

(2) 市の承諾・指導 

市は、前号の報告又は通知を確認し、必要に応じて指導を実施するものとし、報告等の内容

に重大な問題が含まれていると判断した場合は、選定評価委員会に報告し、その意見を求める

ことができるものとする。 

 

５ 年度業務報告 

   (1) 内容 

運営事業者は、毎年３月末までの運営状況のセルフモニタリングを行った上で、年度業務報

告をまとめて市に提出し、市はその結果を選定評価委員会に報告するものとする。 

   (2) 提出時期 

      毎年４月末まで 
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(3) 評価・指導 

市は、年度業務報告の内容が、基本方針、提案内容、開業前業務計画等に沿ったものかどうか

を確認し、選定評価委員会に報告し、その意見を求めることができる。 

市は、業務改善に必要な範囲で運営事業者を指導するものとし、運営事業者はこれを真摯に受

け止め、改善に向けて取り組むものとする。 

 

第４ 契約期間終了時のモニタリング 

１ 内容 

運営事業者は、運営期間が終了する前に、それまでの運営結果をとりまとめ市に提出するものと

し、市は当該運営結果を確認した上で選定評価委員会に報告し、その意見を求めることができる。 

 ２ 評価結果の取扱 

次期運営事業者選定時に、現運営事業者が参加した場合は、市は前項の評価結果を反映させるこ

とができる。 

 

第５ モニタリング結果の公表 

 モニタリングの結果やその内容等は、運営事業者へ事前に通知した上で、適宜公表できるものと

する。ただし、横浜市の情報の公開に関する条例第７条第２項各号に当てはまる情報については、

この限りでない。 

 

第６ その他 

１ 制定経緯 

平成 30年２月 28日 第１回選定評価委員会にて、モニタリング実施計画（原案）を審議 

10月１日 運営事業予定者を決定 

12月５日 第６回選定評価委員会にて、モニタリング実施計画（案）を審議 

12月〇日 モニタリング実施計画を制定 

 



開業前プロパティマネジメント業務委託契約の流れ 

 
 開業前（準備） 開業後（運営） 

単位 2018年度契約 2019年度契約 2020年度契約 10 年の複数年契約 

契約 開業前ＰＭ業務委託契約 ＰＭ業務委託契約兼定期建物賃貸借契約 

委託料 
定額 
＋ 

成功報酬（１か月分の賃料相当） 

ＰＭフィー（賃料×７％） 
＋ 

成功報酬（１か月分の賃料相当） 

期間 2018.11～2020.5（約１年半） 2020.6～2030.5（10 年） 

 
 
○開業前の準備期間は単年度契約となっています。 

 

○2018 年度契約は本年 11 月に既に京浜急行電鉄（株）と締結していますが、開業前業務計画どおりに進捗していることが

市において確認できた場合は、2019年度及び 2020年度も同事業者と契約締結する予定です。 

 

○ただし、開業前業務計画の変更が必要となった場合等は、委員会を開催させていただきます。 

資料２ 



商業施設区画の範囲の増について 

 
以下のとおり、運営事業者である京浜急行電鉄（株）へ貸付ける商業施設区画

の範囲が広がりました。 
 
１ ２階南側区画の面積増（59㎡の増） 

マスターリース区画外で入居調整している郵便局の貸付面積が、当初より狭

くなったため、その分を商業施設区画に組み入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２階南側（桜木町駅側） 

資料３ 

裏面あり 



 

２ 11階高層部（行政フロア）におけるコンビニ区画の増（162㎡の増） 

主にオフィスサポート機能として 11 階に設けるコンビニについては、当

初、マスターリース区画外で別途事業者を募集する予定でしたが、低層部に

入居するコンビニと一体の運営とすることで、より安定的な営業が可能とな

ることが分かったため、低層部の商業施設区画に組み入れます。 

 

  

11 階南側（桜木町駅側） 



YOKOHAMA PREMIUM PUBLIC
横浜市民が共有する付加価値の高いパブリックスペース

横浜市新市庁舎商業施設

この建物で働く方の利便性を考え、サポート機能を持ったテナントを誘致いたし
ます。こちらで働く方はもちろん、来訪者の方さらには近隣にお住まいの方にも、
便利な施設となるようサービスを拡大していきたいと考えております。
今回の移転で強化する、市民と直接向き合う情報発信機能や相談窓口機能を、
補完する役割を市庁舎が担います。

誰にとっても便利な
ビジネスサポートの機能

水辺や都市の結節点
などの立地を最大限
生かし施設全体のイ
メージ形成に寄与する

機能

LOCATION MERIT

BUSINESS SUPPORT

従来このエリアにはなかった「人が集まる機能」
をこの施設が有することで、街に新たなネット
ワークが生まれ、人々の交流が活発になります。

横浜の街をつなげて
新たなネットワークを

創出する機能

NETWORK

低層部が一体となり人々が
集う仕組みづくり

エリア全体の魅力を連続させるハ
ブ

水辺の環境を生かした「魅力的な
生活」を提案する商業機能

横浜には、ここが発祥の土地となっている食
べ物がたくさんあります。開港の歴史から、世
界のおいしいものが横浜の地にもたらされ、
日本中に広がっていきました。
そうしたおいしいものを探す「情熱」と、より
一層おいしくするための「研究熱心さ」と「新
たな独創性」が横浜にはあります。そうした
食べ物を手軽に食べていただけるように、
フードホール業態のコンテンツとして豊富に
取り揃え、お客様の好奇心に応えたいと思い
ます。

またブックカフェでは、横浜に関する刊行物
などを豊富に取り揃え、横浜ブランドとのコラ
ボグッズも企画展開し、楽しく寛げる空間を
創出していきます。
横浜が持っている「文化発信力」を、ライフス
タイルとして市民の生活の中に提案していく、
新しい形態のブックカフェを目指します。

横浜の文化や歴史を発
信、伝えることができる
横浜発祥（オリジナル）の

機能

TRANSMISSION

横浜の文化や歴史が集積した
横浜発の発信機能

横浜が育んだグルメが集結する
フードホール業態

ワークショップ等を通じて、市民
が集う開かれたスペース

「周辺イベントとの連動」でにぎ
わいを波及させる軸づくり

「人と人とのつながり」を
深めるソーシャル機能

飲食機能を完備するほか、
働き方の提案性が高い施設

働く生活に密着した利便性の追求

市庁舎は横浜市民のためにあるべきもので
す。
横浜市民の暮らしをサポートし、未来の公共
施設としての幅広い使われ方が可能となる
市庁舎を目指します。

オフィスライフでは、ウェルネスやリラックスの
観点でも充足し、働きやすく、今のライフスタ
イルに適合した快適な施設づくりを行います。
また、市民や来街者が気軽に利用でき、水辺
の環境を最大限に生かした開放感のある
フードホール業態は、横浜が育んだグルメが
集結することによって、横浜らしい暮らしの豊
かさを実感できる機会を提供します。

これらの施設が夜間や休日も営業することで、
利便性だけでなく、市民に開かれた新しい暮
らしの価値観を表現する施設となります。

食を中心に毎日のライ
フスタイルに必要かつ
にぎわいを創出する生
活インフラの機能

LIFE SUPPORT

テラスと一体となった
カジュアルレストラン

さまざまな価値観に対応し、街と
市民に開かれた市庁舎

「市民生活の舞台」として、人、
自然、街につながる空間

FUNCTION & CONCEPT

水辺環境の解放的、活動的なイメージを活かし、身も心も健やかになれるウェルネスライフの基点として整備
します。
市民の毎日の健康づくりに寄与し、新しいパブリックのあり方として市民に親しまれる市庁舎を目指します。

01071162
テキストボックス
資料５



YOKOHAMA PREMIUM PUBLIC
横浜市民が共有する付加価値の高いパブリックスペース

横浜市新市庁舎商業施設

就業者の利便性に大きく貢献するコンビニエンスストア、ドラッグストアを配置いたしま
す。来訪者の方や周辺の方にとっても、気軽に使えるニーズが高い業種で利便性を付
与できる施設となります。

BUSINESS SUPPORT

市庁舎の就業者の方のランチニーズやちょっとし
た時間での食事対応にぴったりの業態です。自由
度の高い業態で市民へ開かれたパブリックらしく、
川べりへテイクアウトして空間を広く使っていただ
けます。

FOODHALL

■横浜発の食材を集めわざわざ訪れたくなるゾーン形成
■全店舗テイクアウト可能
■大岡川沿いの水辺テラスも利用可能

1st FLOOR

市民や市庁舎職員が日々気軽に利用できるゾーンを形成し、日常的な健康づくりに寄与します。体に優
しいフード・ドリンクが味わえるスタンド等を導入し、楽しく健康になれる仕組みづくりを行います。

WELLNESS 

■健康をコンセプトとしたスタンド・カフェを展開 ■周辺のイベントと連動

ZONE CONCEPT

BOOK CAFE

若者から高齢者まで市民がそれぞれのスタイルで憩える
ブックカフェ。横浜が築き上げてきた独自の歴史・文化・楽
しみ方を伝える文化発信拠点となります。

■幅広く親しまれているカフェとコラボレーション
■セレクト雑貨や市庁舎オリジナルグッズも展開
■市民参加型のイベントやワークショップを開催

2nd FLOOR

親水空間をテラスから望む美しいポジション。結
婚式の二次会等でも活用できる目的性の高い
スペシャルなレストランや、使いやすく気軽な飲
食店舗に出店頂き、来訪者の方に積極的にテ
ラスを活用していただけるリラックススペースを
目指します。

RESTAURANTS



年度

10～12月 １～３月 ４～９月 10～３月 ４～６月 ７～３月 ４～６月 ７～３月

商業施設運営事業者
選定評価委員会

2018年度 2019年度

今後のスケジュール

2021年度2020年度

横浜市

運営事業者

テナント募集活動等開業準備

★

2018年度ＰＭ業務委託

2020年６月末
商業施設オープン予定

開業前業務計画と

乖離があれば報告・確認

運営

12/5 第６回開催

モニタリング実施計画

＆

開業前業務計画確認

転借人の承認・モニタリング

2019年度ＰＭ業務委託
2020年度ＰＭ業

務委託

2020年春開催

テナント募集活動結果報告

＆初年度業務計画確認

ＰＭ業務委託契約兼定期建物賃貸借契約（10年間）

重要事項（全体方針

の変更、

重大トラブル等）が

あれば開催

開業前業務計画と乖離があれば開催

重要事項（全体方針の変更、重大

トラブル等）があれば報告・確認

現委員任期（～2021年５月31日）

★

５月末 2020年度業務報告＆

2021年度業務計画確認

次期委員任期

資料６

転借人の承認・モニタリング
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